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14 

 

 

 

 

13 

 

 

 

14 

 

 

 

17 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

21 

 

 

 

30 

１-４-１三陸沿岸及び本町における災害記録 

災害の 

種  類 

発生年

月日 
被害の概要 

[略] [略] [略] 

(新規) (新規) （新規） 

 

２－１－２ 自主防災組織の現状 

１ 設置する自主防災組織（令和２年 4 月 1

日現在） 

 

 

２-１-１０① 消防力の現況（令和２年 12月

１日現在） 

 

 

２-１-１０② 水防資材・器具の備蓄状況（令

和２年 12月 1日現在） 

 

 

２-１-１４① 海岸防潮堤防設置箇所（平成

23 年 3 月 31 日現在 岩手県地域防災計画よ

り） 

 

 

２-１-１５① 急傾斜地崩壊危険区域指定箇

所（令和２年 4月 1日現在 岩手県水防計画に

よる） 

 

 

２-１-１５② 土石流危険渓流箇所（岩手県

告示による） 

 

 

２-１-１６ 消防法に定める指定防火対象物

数（消防法第８条）（令和２年 12月 1日現在） 

１-４-１三陸沿岸及び本町における災害記録 

災害の 

種  類 

発生年

月日 
被害の概要 

[略] [略] [略] 

波浪 

(台風８

号) 

令和３

(2021) 

7.27～

7.28 

土木施設関係被害１件

（被害額 500千円） 

避難指示等の発令状況 

【警戒レベル３】高齢者

等避難（27日午後６時） 

最大避難者数 88 世帯 

100人（7月 27日午後

10 時） 

 

２－１－２ 自主防災組織の現状 

１ 設置する自主防災組織（令和３年 4 月 1

日現在） 

[表の修正は別紙１のとおり] 

 

２-１-１０① 消防力の現況（令和３年 12月

１日現在） 

  [表の修正は別紙２のとおり]  

 

２-１-１０② 水防資材・器具の備蓄状況（令

和２年 12月 1日現在） 

[表の修正は別紙３のとおり] 

 

２-１-１４① 海岸防潮堤防設置箇所（令和

２年 3 月 31 日現在 岩手県地域防災計画よ

り） 

 [表の修正は別紙４のとおり]  

 

２-１-１５① 急傾斜地崩壊危険区域指定箇

所（令和３年 4月 1日現在 岩手県水防計画に

よる） 

[表の修正は別紙５のとおり] 

 

２-１-１５② 土石流危険渓流箇所（岩手県

告示による） 

[表の修正は別紙６のとおり] 

 

２-１-１６ 消防法に定める指定防火対象物

数（消防法第８条）（令和３年 12月 1日現在） 

[表の修正は別紙７のとおり] 

修正 

理由 

○町独自の修正（時点修正） 
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２-２-１③山田町災害警戒本部設置要領（平

成 17年７月 27日訓令第 16号） 

（目的） 

第１ [略]  

（設置基準） 

第２ 災害警戒本部の設置基準は、次のとお

りとする。 

 (1)～(2) [略] 

 [新規] 

  (3) その他災害警戒の必要があるとき。 

（所掌事務） 

第３ [略] 

（組織） 

第４ 災害警戒本部は、本部長、副本部長及

び本部職員をもって構成する。 

２ 町内で震度４の地震が発生したときは、

本部長は町長が指名する副町長をもって充

て、副本部長は前述の副町長以外の副町

長、教育長及び技監をもって充て、本部員

は総務課長、財政課長、水産商工課長、長

寿福祉課長、建設課長、建築住宅課長、消

防防災課長、上下水道課長及び教育委員会

事務局教育次長並びに総務課、財政課、消

防防災課及び上下水道課の職員をもって充

てる。 

３ 気象警報、高潮警報、波浪警報又は洪水

警報が発せられたときは、本部長は総務課

長をもって充て、副本部長は財政課長、建

設課長及び消防防災課長をもって充て、本

部員は総務課、財政課、建設課及び消防防

災課の職員をもって充てる。 

 

４ [略] 

（支部の設置） 

第５ 町内で震度４の地震が発生したとき又

は本部長が災害警戒を特に必要と認めたと

きは、支部を設置する。 

 

 

２～５ [略]   

第６～第９ [略]   

附 則 [略] 

 

 

２-２-１③山田町災害警戒本部設置要領（平

成 17年７月 27日訓令第 16号） 

（目的） 

第１ [略]  

（設置基準） 

第２ 災害警戒本部の設置基準は、次のとお

りとする。 

 (1)～(2) [略] 

  (3) 町内で林野火災が発生したとき。 

 (4) その他災害警戒の必要があるとき。 

（所掌事務） 

第３ [略]  

（組織） 

第４ 災害警戒本部は、本部長、副本部長及

び本部職員をもって構成する。 

２ 町内で震度４の地震又は林野火災が発生

したときは、本部長は総務課長をもって充

て、副本部長は危機管理室長をもって充

て、本部員は総務課の職員及び本部長が指

名する職員をもって充てる。 

 

 

 

 

 

３ 気象警報、高潮警報、波浪警報又は洪水

警報が発せられたときは、本部長は総務課

長をもって充て、副本部長は財政課長、建

設課長、都市計画課長及び消防防災課長を

もって充て、本部員は総務課、財政課、建

設課、都市計画課及び消防防災課の職員を

もって充てる。 

４ [略]  

（支部の設置） 

第５ 町内で震度４の地震若しくは林野火災

が発生したとき又は気象警報、高潮警報、波

浪警報若しくは洪水警報が発せられたとき

において本部長が災害警戒を特に必要と認

めたときは、支部を設置する。 

２～５ [略] 

第６～第９ [略]  

附 則 [略] 

 

 

修正 

理由 

 

○町独自の修正（山田町災害警戒本部設置要領の一部改正に伴う修正） 
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49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-２-１５ 指定緊急避難場所及び指定避難

所一覧 

指定緊急避難場所 

 

指定避難所 

 

 

 

２-２-１９① 山田町指定給水装置工事事業

者一覧表(町内) 

（令和２年 10月 1日現在） 

番

号 

指定工事

業者名 
所 在 地 電話番号 

 ［略］ ［略］ ［略］ 

11 
有限会社

木下建設 
山田町山田 17-98 82-2520 

12 

～ 

17 

[略] [略] [略] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-２-１９② 水道施設工事業者一覧表（町内） 

（令和２年 11月 16日現在） 

番

号 

水道施設工

事業者名 
所 在 地 

電話

番号 

1 ［略］ ［略］ ［略］ 

2 
有限会社木

下建設 
山田町山田 17-98 

82-

2520 

3

～ 

7 

［略］ ［略］ ［略］ 

8 サトー設備 山田町山田 19-129 
82-

0126 

9 ［略］ ［略］ ［略］ 

10 
山田ガス有

限会社 

山田町長崎三丁目

2-29 

82-

2986 

 

 

 

２-２-１５ 指定緊急避難場所及び指定避難

所一覧 

指定緊急避難場所 

[表の修正は別紙８-1のとおり] 

指定避難所 

[表の修正は別紙８-2のとおり] 

 

 

２-２-１９① 山田町指定給水装置工事事業

者一覧表(町内) 

（令和３年 10月 1日現在） 

番

号 

指定工事

業者名 
所 在 地 電話番号 

 [略] [略] [略] 

 
 

 
  

11 

～ 

16 

[略] [略] [略] 

17 

泉金物産

株式会社

山田営業

所 

山田町川向町 7-30 82-3557 

18 

有限会社

岩手向陽

設備山田

営業所 

山田町中央町 509-

11 
65-7702 

 

 

２-２-１９② 水道施設工事業者一覧表（町内） 

（令和３年 10月 1日現在） 

番

号 

水道施設工

事業者名 
所 在 地 

電話

番号 

1 ［略］ ［略］ ［略］ 

 
 

 
  

2

～ 

6 

［略］ ［略］ ［略］ 

 
 

 
  

7 ［略］ ［略］ ［略］ 

 
 

 
  

8 
株式会社港

建設 
山田町船越 6-32-95 

84-

3939 
 

修正 

理由 

 

○町独自の修正（時点修正） 
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54 

 

 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-２-２０① 山田地区建設業会防災組織図 

 

 

 

２-２-２２① し尿処理業者一覧表 

（平成 30年 4月 1日現在） 

[表は省略] 

 

 

２-２-２２② 災害救助法を適用した場合の

障害物の除去基準 

１ 障害物除去の対象者   

 (1)～(2) [略]  

 (3) 自らの資力をもってしては障害物の除

去ができない次に掲げる者 

  ア 特定の資産のない失業者 

  イ 特定の資産のない未亡人、母子世帯 

  ウ 特定の資産のない老人、病弱者又は

身体障害者 

  エ 特定の資産のない勤労者 

  オ 特定の資産のない小企業者 

  カ 前各号に準ずる経済的弱者 

 (4) 住家の半壊又は床上浸水した者 

２ 実施の方法 

  町本部長が人夫又は技術者を動員して行

うものとする。 

３ [略] 

４ 費用の限度 

  除去に必要な機械、器具の借上費、輸送

費及び人夫賃は災害救助法施行令（昭和 22

年政令第 225号）第９条の２の規定により

知事が定める額とする。 

５ [略] 

 

 

２-２-２５ 災害救助法による学用品支給基準 

１ 支給対象者 

  住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は

床上浸水により、学用品を喪失又はき損し、

就学上支障のある小学校児童及び中学生徒 
２ 支給品目及び費用の基準 

 (1) 教科書及び教材 

「教科書の発行に関する臨時措置法」

第２条に規定する教科書及び教育委員会

に届又は承認を受けて使用している教材

を支給するための実費とする。 

 

(2)［略］ 

３ [略] 

２-２-２０① 山田地区建設業会防災組織図 

[表の修正は別紙９のとおり] 

 

 

２-２-２２① し尿処理業者一覧表 

（令和３年 4月 1日現在） 

[表は省略] 

 

 

２-２-２２② 災害救助法を適用した場合の

障害物の除去基準 

１ 障害物除去の対象者   

 (1)～(2) [略] 

 (3) 自らの資力をもってしては障害物の除

去ができない者  

 

 

 

 

 

 

  

 (4) 住家の半壊又は床上浸水した者 

２ 実施の方法 

  町本部長が賃金職員又は技術者を動員し

て行うものとする。 

３ [略] 

４ 費用の限度 

  除去に必要な機械、器具の借上費、輸送費

及び賃金職員等雇上費は災害救助法施行令

（昭和 22年政令第 225号）第３条の１の規

定により知事が定める額とする。 

５ [略] 

 

 

２-２-２５ 災害救助法による学用品支給基準 
１ 支給対象者 

  住家の全壊、全焼、流失、半壊、半焼又は

床上浸水により、学用品を喪失又はき損し、

就学上支障のある小学校児童及び中学校生徒 

２ 支給品目及び費用の基準 

 (1) 教科書及び教材 

教科書の発行に関する臨時措置法（昭

和 23年法律第 132号）第２条第１項に規

定する教科書及び教育委員会に届出又は

承認を受けて使用している教材を支給す

るための実費とする。 

(2)［略］ 

３ [略] 

修正

理由 

 

○町独自の修正（表現の適正化） 

○所要の修正 
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64 

 

 

 

65 

 

 

 

71 

 

 

 

※ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２-２-２７② 排水設備指定工事店一覧表 

（令和２年 10月 1日現在） 

番

号 

指定工事

業者名 
所 在 地 電話番号 

 [略] [略] [略] 

5 
有限会社

木下建設 
山田町山田 17-98 82-2520 

6 

～ 

10 

[略] [略] [略] 

11 
泉金物産

株式会社 

山田町山田 16-39-

3 
82-3557 

12 [略]   

13 
木村水道

工事店 
山田町境田町 20-2 

080-1665-

3292 

14

～ 

19 

[略] [略] [略] 

 (所在地が山田町にあるものを表示) 

 

 

３-１-１４① 重要水防箇所及び警戒箇所一

覧表（令和２年度岩手県水防計画より） 

[表は省略] 

 

 

３-１-１４② 津軽石川浸水想定区域図 

 

 

 

 

３-１-１４④ 雨水出水浸水区域図 

 

 

 

地図資料 

 ・指定緊急避難場所位置図 

  

 ・指定避難所位置図 

２-２-２７② 排水設備指定工事店一覧表 

（令和３年 12月 1日現在） 

番

号 

指定工事

業者名 
所 在 地 電話番号 

 [略] [略] [略] 

 

 
   

5 

～ 

9 

[略] [略] [略] 

10 
泉金物産

株式会社 
山田町川向町 7-30 82-3557 

11 [略] [略] [略] 

12 
木村水道

工事店 
山田町境田町 20-2 82-2430 

13

～ 

18 

[略] [略] [略] 

 (所在地が山田町にあるものを表示) 

 

 

３-１-１４① 重要水防箇所及び警戒箇所一

覧表（令和３年度岩手県水防計画より） 

[表は省略] 

 

 

３-１-１４② 津軽石川浸水想定区域図（想

定最大規模）、（計画規模）、（浸水継続時間） 

[図は別紙１０のとおり] 

 

 

３-１-１４④ 雨水出水浸水区域図（織笠地

区） 

[図は別紙１１のとおり] 

 

地図資料 

 ・指定緊急避難場所位置図 

       [別添のとおり] 

 ・指定避難所位置図 

       [別添のとおり] 

修正 

理由 

○町独自の修正（時点修正） 

 



資料編 

別紙１ 

設置する自主防災組織（現計画） 

 

NO 地区 組織名 隊員数 地域の世帯数 

1 

山田 

飯岡地区住民自治会 1名 982世帯 

2 山田中地区自主防災会 5名 127世帯 

3 柳沢団地住民の会 7名  49世帯 

4 山田中央団地自治会 210名 144世帯 

5 県営北浜アパート自治会 2名 57世帯 

6 船越 船越地区自治連合会 2,176名 866世帯 

7 大浦 大浦自主防災活動推進協議会 280名 280世帯 

8 織笠 織笠コミュニティ推進協議会 757名 726世帯 

9 大沢 大沢地区コミュニティ推進協議会 1,785名 699世帯 

10 
豊間根 

八千代地区自治会 84名 81世帯 

11 石峠地区自治会 165名 252世帯 

合計 4,732名 4,263世帯 

 

設置する自主防災組織（改正案） 

 

NO 地区 組織名 隊員数 地域の世帯数 

1 

山田 

飯岡地区住民自治会 2,270名 973世帯 

2 山田中地区自主防災会 5名 125世帯 

3 柳沢団地住民の会 7名  49世帯 

4 山田中央団地自治会 210名 140世帯 

5 県営北浜アパート自治会 2名 62世帯 

6 船越 船越地区自治連合会 2,040名 855世帯 

7 大浦 大浦自主防災活動推進協議会 240名 278世帯 

8 織笠 織笠地区コミュニティ推進協議会 2,094名 915世帯 

9 大沢 大沢地区コミュニティ推進協議会 1,768名 690世帯 

10 
豊間根 

八千代地区自治会 84名 80世帯 

11 石峠地区自治会 165名 251世帯 

合計 8,885名 4,418世帯 



資料編 

別紙２ 

 

消防力の現況（赤字が修正箇所） 

 

区分 

名称 

職団員 

の 数 

指令車

等 

ポンプ 

車台数 

積載車 

台 数 

小型ポン

プ数 

管内水利設置数 
デジタ 

ル無線 消火栓 
防火 

水槽 
プール 

本   団 11 1       1 

第１分団 20  1(A-2)  1(B-3) 15 18 1 1 

第２分団 24  1(A-2)  1(B-3) 9 5  1 

第３分団 27  1(A-2)  1(B-3) 8 12 1 1 

第４分団 26  1(A-2)  1(B-3) 18 9 2 1 

第５分団 17  1(A-2)  1(B-3) 3 12 1 1 

第６分団 17  1(A-2)  1(B-3) 18 6  1 

第７分団 20  1(A-2) 1 1(B-3) 23 10 1 1 

第８分団 23  1(A-2)  1(B-3) 31 5 1 1 

第９分団 19  1(A-2)  1(B-3) 12 4  1 

第 10分団 29 1 1(A-2)  1(B-3) 27 13 1 1 

第 11分団 25  1(A-2) 1 1(B-3) 14 13 1 1 

第 12分団 25  1(A-2)  1(B-3) 9 13 1 1 

第 13分団 18  1(A-2)  1(B-3) 4 4 1 1 

計 301 2 13 2 13 191 124 11 14 

山田消防署 31 

指導車 

2 

救急車

2 

救助 

工作車 

1 

速消車 

1 

普通車 

1 

資機材

搬送車 

1 

小型動力

ポンプ付

水槽車 

1 

小型動力

ポンプ 

1 

   

固定局

1 

基地局

1 

移動局

9 

携帯局

12 

計 31 5 2 1 2    23 

・水利は、消防施設整備計画に基づく適合水利数 

・その他はプールの数 
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別紙３ 

 

水防資材・器具の備蓄状況 (現計画) 

 

倉 庫 名 場 所 

備蓄資機材 

備考 スコ 

ップ 

つる 

はし 

とう

が 
おの 

軽可搬

ポンプ 
掛矢 担架 土嚢 

船越防災センター 船 越 3 1   1 2  500  

消防団（消防防災課） 消防署 84 6 36   3  1,200  

災害備蓄倉庫 豊間根   7     1,000  

※上記の他に軽可搬ポンプを４基保有（田の浜婦人消防協力隊、大浦婦人消防協力隊、大沢婦人 

防火クラブ、荒川婦人防火クラブ） 

 

 

 

 

水防資材・器具の備蓄状況 (修正案) 

 

倉 庫 名 場 所 

備蓄資機材 

備考 スコ 

ップ 

つる 

はし 

とう

が 
おの 

軽可搬

ポンプ 
掛矢 担架 土嚢 

船越防災センター 船 越 3 1   1 2  500  

消防団（消防防災課） 消防署 20 13 30   7  2,000  

防災備蓄倉庫 織笠 28 21 4     1,200  

災害備蓄倉庫 豊間根 46  7     1,000  

※上記の他に軽可搬ポンプを４基保有（田の浜婦人消防協力隊、大浦婦人消防協力隊、大沢婦人 

防火クラブ、荒川婦人防火クラブ） 
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別紙４ 

 

海岸防潮堤防設置箇所（赤字が修正箇所） 

 

所管別 地区名 堤防延長 
堤 高 

(Ｔ.Ｐ) 

門 扉 施工年度 

(施工者) 
摘要 

水門 扉門 

国土交通省 

水管理・国土

保全局 

船越南地区 420.0 12.80 1 － 
昭和 45～52 

平成 26～30 
県 

水産庁 

大沢地区 2,642.5 
2.80 

4.00 
8 15 

昭和 35～40 

昭和 42 
県 

山田地区 1,744.0 
4.00 

6.60 
1 17 

昭和 39～41 

昭和 45～49 

昭和 61～ 

県 

織笠地区 1,328.8 
4.00 

4.80 
2 9 

昭和 36～39 

昭和 43～46 

昭和 51～58 

町 

大浦地区 1,625.0 
4.00 

6.60 
6 10 

昭和 36～41 

昭和 43～45 

平成４～ 

県 

船越地区 1,350.5 8.35 6 13 
昭和 35～36 

昭和 50～平成元 
県 

農林水産省

農村振興局 

浦の浜地区 660.0 11.60 1 － 

昭和 39～49 

昭和 46～49 

平成 24～29 

県 

小谷鳥地区 367.0 12.80 1 － 

昭和 41～44 

昭和 56～57 

平成 24～28 

県 

計  10,137.8  26 64   
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別紙５ 

急傾斜地崩壊危険区域指定箇所（現計画） 

 

図面

番号 

崩壊危険 

区域名 
所 在 地 

指定 

面積 

(ha) 

保全人

家戸数 

（戸） 

地形の状況 
指 定 

年月日 

岩手県 

告示 

番号 
勾配 

(度) 

長さ 

(ｍ) 

高さ 

(ｍ) 

1 北浜町 北浜町 4番（天上村） 3.91 116 46 600 25.0 S47.10.20 1442 

2 織笠 織笠第 9地割 1.99 22 45 240 20.0 S49. 2. 1 171 

3 織笠森崎 2 織笠第 11地割 1.74 14 50 250 15.0 S62.11.13 969 

4 船越日向脇 船越第 11地割 0.40 14 50 140 15.0 H 3.11.29 986 

5 船越西川 船越第４地割 0.52 5 40 120 15.0 H12.10.20 753 

6 織笠 織笠第１地割 1.03 13 60 185 20.0 H14. 7. 9 597 

7 田の浜 船越第 15・16地割 0.35 5 50 125 10.0 H14. 7. 9 597 

8 
旧小学校下 

（大沢） 
大沢第 8地割 0.11 23 70 250 15.0 H18.10.20 996 

9 田の浜 船越第 15地割 1.99 20 40 383.3 33.2 H27.11.20 913 

10 
織笠 

（その 2） 
織笠第 11地割 0.53 0 

39.6

～

61.5 

119.8 16.8 H29. 6.23 499 

 計 10箇所 12.56 232      

 

 

急傾斜地崩壊危険区域指定箇所（修正案） 

 

図面

番号 

崩壊危険 

区域名 
所 在 地 

指定 

面積 

(ha) 

保全人

家戸数 

（戸） 

地形の状況 
指 定 

年月日 

岩手県 

告示 

番号 
勾配 

(度) 

長さ 

(ｍ) 

高さ 

(ｍ) 

1 北浜町 北浜町 4番（天上村） 3.91 116 46 600 25.0 S47.10.20 1442 

2 和村 織笠第 9地割 1.99 22 45 240 20.0 S49. 2. 1 171 

3 森崎 織笠第 11地割 1.74 14 50 250 15.0 S62.11.13 969 

4 日向脇 船越第 11地割 0.40 14 50 140 15.0 H 3.11.29 986 

5 西川 船越第４地割 0.52 5 40 120 15.0 H12.10.20 753 

6 織笠 織笠第１地割 1.03 13 60 185 20.0 H14. 7. 9 597 

7 田の浜 船越第 15・16地割 0.35 5 50 125 10.0 H14. 7. 9 597 

8 大沢 大沢第 8地割 0.11 23 70 250 15.0 H18.10.20 996 

9 田の浜 船越第 15地割 1.99 20 40 383.3 33.2 H27.11.20 913 

10 
織笠 

（その 2） 
織笠第 11地割 0.53 0 

39.6

～

61.5 

119.8 16.8 H29. 6.23 499 

 計 10箇所 12.56 232      
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別紙６ 

 

土石流危険渓流箇所（赤字で修正箇所のみ記載） 

 

                (岩手県告示による) 

二級河川 津軽石川水系 津軽石川 

番号 渓流番号 渓 流 名 渓流所在地 
人家 

戸数 

流域 

面積(㎢) 
告示年月日 

告示 

番号 

1 

～ 

9 

［略］ ［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

 

 

二級河川 津軽石川水系 荒川川 

番号 渓流番号 渓 流 名 渓流所在地 
人家 

戸数 

流域 

面積(㎢) 
告示年月日 

告示 

番号 

10 

～ 

26 

［略］ ［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

 

 

二級河川 大沢川水系 大沢川 

番号 渓流番号 渓 流 名 渓流所在地 
人家 

戸数 

流域 

面積(㎢) 
告示年月日 

告示 

番号 

27 

～ 

37 

［略］ ［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

38 Ｂ105217 大沢川 山谷 1 2.18 R3.3.9 156 

39 Ｂ105218 山谷の沢(2) 山谷 3 0.07 R3.3.9 156 

 

 

二級河川 川代川水系 川代川 

番号 渓流番号 渓 流 名 渓流所在地 
人家 

戸数 

流域 

面積(㎢) 
告示年月日 

告示 

番号 

40 Ａ118102 川代の沢(3) 川代 0 0.16 R3.3.9 156 

 

 

二級河川 関口川水系 関口川 

番号 渓流番号 渓 流 名 渓流所在地 
人家 

戸数 

流域 

面積(㎢) 
告示年月日 

告示 

番号 

41 

～ 

57 

［略］ ［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

58 Ａ117006 関口の沢 関口 12 0.64 R3.3.9 156 

59 Ａ117008 内野の沢 内野 6 0.99 R3.3.9 156 
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二級河川 織笠川水系 織笠川 

番号 渓流番号 渓 流 名 渓流所在地 
人家 

戸数 

流域 

面積(㎢) 
告示年月日 

告示 

番号 

60 

～ 

77 

［略］ ［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

78 Ａ117025 霊堂の沢 霊堂 1 0.04 R3.3.9 156 

79 Ｂ117124 轟木の沢 轟木 3 0.15 R3.3.9 156 

80 Ｂ117126 新田の沢(3) 新田 1 0.35 R3.3.9 156 

81 Ｂ117127 新田の沢(6) 新田 3 0.06 R3.3.9 156 

82 Ｂ117128 新田の沢(7) 新田 4 0.21 R3.3.9 156 

83 Ｎ482065 織笠第 20地割 1 織笠第20地割 9 0.03 R3.3.9 156 

 

 

二級河川 織笠川水系 馬指野川 

番号 渓流番号 渓 流 名 渓流所在地 
人家 

戸数 

流域 

面積(㎢) 
告示年月日 

告示 

番号 

84 

～ 

87 

［略］ ［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

 

 

単独水系 

番号 渓流番号 渓 流 名 渓流所在地 
人家 

戸数 

流域 

面積(㎢) 
告示年月日 

告示 

番号 

88 

～ 

143 

［略］ ［略］ ［略］ [略] ［略］ ［略］ [略] 

144 Ａ117055 田ノ浜沢(6) 田ノ浜 3 0.03 R3.3.9 156 

145 Ｂ117129 浜川目の沢 浜川目 1 0.18 R3.3.9 156 

146 Ｂ117130 浜川目の沢(2) 浜川目 1 0.31 R3.3.9 156 

147 Ｂ117132 大畑の沢(5) 大畑 3 0.89 R3.3.9 156 

148 Ｂ117133 浦の浜沢(3) 浦の浜 1 0.02 R3.3.9 156 

149 Ｂ117135 大畑の沢(6) 大畑 2 0.06 R3.3.9 156 

150 Ｂ118202 大浦の沢(7) 大浦 0 0.03 R3.3.9 156 

151 Ｂ118204 大浦の沢(9) 大浦 3 0.15 R3.3.9 156 

152 Ｎ482021 船越第 20地割 1 大浦 38 0.26 R3.3.9 156 

153 Ｎ482022 船越第 20地割 2 大浦 29 0.08 R3.3.9 156 

154 Ｎ482029 船越第 9地割 1 浦の浜 3 0.07 R3.3.9 156 

155 Ｎ482033 船越第 6地割 1 船越第 6地割 108 0.03 R3.3.9 156 

156 Ｎ482034 船越第 6地割 2 船越第 6地割 86 0.02 R3.3.9 156 

157 Ｎ482035 船越第 6地割 3 船越第 6地割 5 0.02 R3.3.9 156 

158 Ｎ482039 織笠第 3地割 1 織笠第 3地割 1 0.04 R3.3.9 156 

159 Ｎ482040 織笠第 4地割 1 織笠第 4地割 2 0.04 R3.3.9 156 

160 Ｎ482042 織笠第 5地割 1 織笠第 5地割 4 0.02 R3.3.9 156 

161 Ｎ482070 織笠第 15地割 1 織笠第15地割 6 0.13 R3.3.9 156 

162 Ｎ482071 織笠第 15地割 2 織笠第15地割 3 0.01 R3.3.9 156 
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別紙７ 

 

消防法に定める指定防火対象物数（消防法第８条）（赤字が修正箇所） 

 

業 態 別 数 

1 
イ 劇場、映画館、演芸場、観覧場 1 

ロ 公会堂、集会場 22 

2 

イ キャバレー、カフェー、ナイトクラブの類  

ロ 遊技場、ダンスホール 1 

ハ 性風俗関連特殊営業を営む店舗等  

ニ カラオケボックス  

3 
イ 待合、料理店の類  

ロ 飲食店 5 

4 － 百貨店、マーケット、その他の物品販売業者を営む店舗又は展示場 19 

5 
イ 旅館、ホテル、宿泊所 9 

ロ 寄宿舎、下宿、共同住宅 61 

6 

イ 病院、診療所、助産所 4 

ロ 老人短期入所施設、重症心身障害児施設等 9 

ハ 老人ディサービスセンター、児童養護施設等 9 

二 幼稚園、特別支援学校 2 

7 － 小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、各種学校 6 

8 － 図書館、博物館、美術館の類 2 

9 
イ 公衆浴場、サウナ浴場の類  

ロ イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場  

10 － 車両の停車場、船舶又は航空機の発着場  

11 － 神社、寺院、協会の類 7 

12 
イ 工場、作業場 112 

ロ 映画スタジオ、テレビスタジオ  

13 
イ 自動車車庫、駐車場 4 

ロ 飛行機、回転翼航空機の格納庫  

14 － 倉庫 37 

15 － 前各号に該当しない事業場 78 

16 
イ (1)～(4)、(5)ｲ、(6)、(9)ｲが存在する複合用途防火対象物 13 

ロ 上記以外の複合用途防火対象物 9 

16の 2 － 地下街  

17 － 重要文化財、重要民族資料、史跡等の建造物  

18 － 延長 50メートル以上のアーケード  

合 計  410 
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別紙８-１ 

指定緊急避難場所の修正（赤字が修正箇所） 

 

NO 地区 指定緊急避難場所 
津波・ 

高潮 
地震 

洪水・ 

内水氾濫 

土砂 

災害 

大規模 

火災 

1 

大沢 

神倉（旧浜川目仮設住宅奥） ○ × × × × 

2 切通し ○ × × × × 

3 大沢林道 ○ × × × × 

4 ふるさとセンター ○ × ○ × × 

5 八幡宮 ○ × ○ × × 

6 旧大沢小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

7 はしば ○ × × × × 

8 魚賀波間神社 ○ × ○ × × 

9 荷捌所 × × × ○ × 

10 大沢川向コミュニティセンター ○ ○ ○ × × 

11 袴田防災センター ○ ○ ○ × × 

12 

山田 

三陸沿岸道路※ ○ × × × × 

13 旧山田北小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

14 善慶寺 ○ × ○ × × 

15 お寺山 ○ × ○ × ○ 

16 後楽墓地 ○ × × × ○ 

17 町道細浦・柳沢線 ○ × × × ○ 

18 龍昌寺 ○ × ○ × × 

19 中央公民館 ○ ○ ○ ○ × 

20 中央コミュニティセンター ○ ○ ○ × × 

21 保健センター ○ ○ ○ ○ × 

22 八幡宮 ○ × ○ × × 

23 旧山田病院 ○ ○ ○ ○ × 

24 おぐら山 ○ × × × ○ 

25 わんぱく公園 ○ × × × ○ 

26 ちびっこ公園 ○ × × × ○ 

27 山田小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

28 

山田 

旧さくら幼稚園 ○ ○ ○ ○ × 

29 山田中学校北側線 ○ × × × ○ 

30 伝作裏山 ○ × × × × 

31 山田魚市場 × × × ○ × 

32 荷捌所 × × × ○ × 

33 山田町まちなか交流センター ○ ○ ○ ○ ○ 

34 

織笠 

町民グランド ○ ○ ○ ○ ○ 

35 山田中学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

36 旧織笠小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

37 織笠保育園 ○ × ○ × × 

38 織笠コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ ○ 

39 県立山田高等学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

40 舘 ○ × × × ○ 

41 旧轟木小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

42 三陸沿岸道路※ ○ × × × × 
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NO 地区 指定緊急避難場所 
津波・ 

高潮 
地震 

洪水・ 

内水氾濫 

土砂 

災害 

大規模 

火災 

43 

船越 

長林コミュニティセンター ○ ○ × ○ × 

44 船越防災センター ○ ○ ○ ○ × 

45 船越保育園 ○ × ○ × × 

46 山の内生活改善センター ○ × ○ × × 

47 船越家族旅行村多目的広場 ○ ○ × × ○ 

48 Ｂ＆Ｇ山田海洋センター ○ × ○ ○ ○ 

49 

田の浜 

船越小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

50 八幡宮 ○ × ○ ○ × 

51 田の浜コミュニティセンター ○ ○ ○ × × 

52 瑞然寺 ○ × ○ × × 

53 壇の洞墓地 ○ × × × ○ 

54 船越湾漁協事務所 × × × ○ × 

55 船越湾魚市場 × × × ○ × 

56 町道浦の浜・田の浜線 ○ ○ ○ ○ × 

57 

大浦 

霞露嶽神社 ○ × ○ × × 

58 秀全堂 ○ × ○ × × 

59 林道大浦線 ○ × × × × 

60 大浦漁村センター ○ ○ ○ × × 

61 旧大浦小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

62 荷捌所 × × × ○ × 

63 小谷鳥コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ × 

64 

豊間根 

豊間根小学校 ○ ○ ○ ○ ○ 

65 旧荒川小学校 ○ ○ ○ × ○ 

66 荒川農業構造改善センター ○ ○ ○ × × 

67 わかば幼稚園 ○ × ○ ○ ○ 

68 旧豊間根中学校 ○ ○ × ○ ○ 

69 田名部林業担い手センター ○ ○ ○ ○ × 

※三陸沿岸道路については、三陸国道事務所が整備した３箇所（関谷高架橋付近、山田ＩＣ付近及び

織笠高架橋付近）の津波避難階段及び溜り場を避難場所として指定 
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別紙８-２ 

指定避難所の修正（赤字が修正箇所） 

≪表の見方≫ 

○：避難指示等の発令において初度の段階で優先的に開設する施設 

◎：初度開設施設で収容人数を超える場合又は開設の必要性が発生した場合に開設する施設 

NO 地区 指定避難所 
洪水・内水氾濫・土砂災害 津波・高潮 

地震 
高齢者等避難 避難指示 注意 警報 

1 

大沢 

ふるさとセンター   ○ ○  

2 旧大沢小学校 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

3 大沢川向コミュニティセンター   ○ ○ ◎ 

4 袴田防災センター   ◎ ◎ ◎ 

5 

山田 

保健センター ○ ○ ○ ○ ◎ 

6 中央コミュニティセンター   ○ ○ ◎ 

7 中央公民館 ○ ○ ○ ○ ◎ 

8 旧山田北小学校 ○ ○ ○ ○ ◎ 

9 旧さくら幼稚園 ○ ○ ○ ○ ◎ 

10 山田小学校  ◎ ○ ○ ◎ 

11 山田町まちなか交流センター   ◎ ◎ ◎ 

12 

織笠 

旧織笠小学校 ○ ○ ○ ○ ◎ 

13 織笠コミュニティセンター ○ ○ ○ ○ ◎ 

14 山田中学校 ○ ○ ○ ○ ◎ 

15 県立山田高等学校  ◎ ◎ ◎ ◎ 

16 旧轟木小学校 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

17 轟木児童館  ◎ ◎ ◎ ◎ 

18 猿神農業担い手センター    ◎  

19 田子の木生活改善センター    ◎  

20 馬指野集落センター    ◎ ◎ 

21 織笠外山ブロックセンター    ◎ ◎ 

22 

船越 

船越防災センター ○ ○ ○ ○ ◎ 

23 船越保育園   ◎ ◎  

24 長林コミュニティセンター   ◎ ◎ ◎ 

25 山の内生活改善センター  ◎ ◎ ◎  

26 Ｂ＆Ｇ山田海洋センター ○ ○ ○ ○  

27 
田の浜 

船越小学校 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

28 田の浜コミュニティセンター   ○ ○ ◎ 

29 

大浦 

旧大浦小学校 ○ ○ ◎ ◎ ◎ 

30 大浦漁村センター   ○ ○ ◎ 

31 小谷鳥コミュニティセンター  ◎ ◎ ◎ ◎ 

32 

豊間根 

荒川農業構造改善センター     ◎ 

33 旧荒川小学校 ○ ○   ◎ 

34 わかば幼稚園  ◎    

35 豊間根小学校 ○ ○   ◎ 

36 田名部林業担い手センター  ◎   ◎ 

37 旧豊間根中学校 ○ ○   ◎ 
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別紙９ 
山田地区建設業会防災組織図（赤字が修正箇所） 

 

山田地区建設業会防災組織図 

事務局 山田地区建設業会 会長 阿 部 誠 二 TEL:0193-82-2932  FAX:0193-82-6136 

 

地区担

当 
名称及び電話番号 重機・資機材保有状況 

豊間根 (有)片岩建設 

 

吉川建設(株) 

 

(株)斉藤工業所 

 

(有)斎藤設備 

 

富山建設(有) 

 

松下技建(株) 

 

(有)最上商店 

 

陸中建設(株) 

 

(有)佐藤建業 

 

箱石建設 

86-2113 

 

86-2635 

 

86-2250 

 

86-3373 

 

86-2192 

 

86-3420 

 

86-2622 

 

86-2451 

 

82-9832 

 

82-2337 

ローダー  

 

 

 

バックホー 

 

 

ダンプトラック 

 

 

ユニック 

 

 

仮設便所 

発電機（三相） 

 

水中ポンプ 

 

 

 

自走式破砕機 

 

自走式スクリーン 

 

モーターグレーダー 

0.3～0.5㎥級 

0.6～1.0㎥級 

1.0～2.6㎥級 

2.7㎥級以上 

0.22㎥級以下 

0.25～0.45㎥級 

0.7㎥級以上 

2～3t級 

4～7t級 

8～11t級 

2～4t級 

5～8t級 

9t級以上 

 

5kw～10kw 

20kw～50kw 

2インチ 

3～4インチ 

5～8インチ 

9インチ以上 

コンクリート 

木質 

２選別 

３選別 

3.1m 

5台 

2台 

3台 

3台 

12台 

12台 

13台 

11台 

9台 

21台 

6台 

3台 

1台 

6台 

14台 

2台 

8台 

9台 

5台 

1台 

1台 

1台 

1台 

1台 

2台 

山 田 (株)阿部組 

 

上野建設(有) 

 

(有)福士工務店 

 

(有)藤沢組 

 

(株)堀合建設 

 

(有)ミヤ電気商会 

 

山田ガス(有) 

 

82-2932 

 

82-5106 

 

82-3962 

 

82-3094 

 

82-5151 

 

82-2451 

 

82-2986 

 

ローダー  

 

 

 

バックホー 

 

 

ダンプトラック 

 

 

ユニック 

 

 

仮設便所 

0.3～0.5㎥級 

0.6～1.0㎥級 

1.0～2.6㎥級 

2.7㎥級以上 

0.22㎥級以下 

0.25～0.45㎥級 

0.7㎥級以上 

2～3t級 

4～7t級 

8～11t級 

2～4t級 

5～8t級 

9t級以上 

 

6台 

9台 

4台 

2台 

17台 

32台 

6台 

20台 

14台 

16台 

10台 

6台 

1台 

16台 
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上林建設(株) 

 

(株)阿部興業 

 

佐々総業(株) 

 

ＭＩＹＡＢＩ(株) 

82-0916 

 

65-8830 

 

77-3503 

 

77-5302 

発電機（三相） 

 

水中ポンプ 

5kw～10kw 

20kw～50kw 

2インチ 

3～4インチ 

5～8インチ 

9インチ以上 

6台 

11台 

11台 

11台 

8台 

2台 

 

船 越 (有)金浜建設 

 

(株)佐々木組 

 

篠澤管工業(有) 

 

(有)西川建設 

 

(株)港建設 

84-2908 

 

84-2659 

 

84-3644 

 

84-2904 

 

84-3939 

ローダー  

 

バックホー 

 

ダンプトラック 

 

 

ユニック 

 

仮設便所 

発電機（三相） 

 

 

水中ポンプ 

 

0.3～0.5㎥級 

1.0～2.6㎥級 

0.22㎥級以下 

0.25～0.45㎥級 

2～3t級 

4～7t級 

8～11t級 

2～4t級 

5～8t級 

 

5kw～10kw 

20kw～50kw 

60kw以上 

2インチ 

3～4インチ 

5～8インチ 

3台 

3台 

8台 

4台 

4台 

4台 

1台 

1台 

1台 

6台 

3台 

3台 

1台 

3台 

3台 

1台 

大 浦 (有)川村建設 

 

(有)菊池重機 

84-3340 

 

84-3091 

ローダー  

 

バックホー 

 

 

ダンプトラック 

 

 

ユニック 

仮設便所 

0.6～1.0㎥級 

1.0～2.6㎥級 

0.22㎥級以下 

0.25～0.45㎥級 

0.7㎥級以上 

2～3t級 

4～7t級 

8～11t級 

2～4t級 

2台 

4台 

2台 

2台 

3台 

2台 

2台 

3台 

1台 

2台 
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津軽石川浸水想定区域図（想定最大規模） 

 

 

津軽石川浸水想定区域図（計画規模） 
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津軽石川浸水想定区域図（浸水継続時間） 
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別紙１１ 
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雨水出水浸水区域図（織笠地区） 
 

 
 
 
 

凡例 
 

    ：浸水区域 


